
給与支払報告書 
次貢「記入上の注意」をご参照ください。 

   特  別  徴  収             
にかかる給与所得者異動届出書 

 

◎ 退職・転勤等があった場合は、すみやかに提出してください。 

所在地 
〒   ― 

特別徴収義務者 
指 定 番 号 

 

    ① 個人

番号 

 

    ① 

部署 
 

名 称 

 

氏名 
 

 
 
平成  年  月  日 

 
 
 
太宰府市長  殿 

 
 

給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
） 

代表者の

職氏名印                   □印  

この届出書について 
 

応 答 さ れ る 方 

電話 市外局番〔     〕 
    －      内線（    ） 

特別徴収税額

（年税額）○Ａ  
徴収済額 

○Ｂ  
未徴収額 

○Ａ－○Ｂ  異動年月日 異動の事由 異動後の未徴収 
税額の徴収方法 

退職時までの 
給与支払額 氏

名 
 

（新姓  ②   ） 

月から 

⑤ 
月まで 

月から 
 

月まで 

円 

⑧ 
退 職 時 ま で の 
控除社会保険料額 

 

給

与

所

得

者 住

所 
 （給与の支払を受けなくなった後の住所） 

〒    ― 

         ③ 

円 
 
 

  

④

  
円 

⑥ 
 
 

 
 円 

⑦ 

    年 
 
 

 月  日 
 

１退職  ５転職 
 
２転勤  ６長欠 
 
３休職  ７その他 
 
４死亡  （   ） 

1特別徴収継続 
（給与差引継続） 
 
２一括徴収 
（残額一括給与引） 
 
３普通徴収 
（残額個人請求） 

円 

  ⑨ 
                                            
◎ 転勤等により新しい勤務先で特別徴収の継続を希望する場合は次の欄にも記載してください。 

所

在

地 

（〒     ―       ）         〔電話（     ）     ―         〕 
 
 

新

し

い

勤

務

先 

名

 

称 

 
 
 特別徴収義務者指定番号 

 
 
 
 

 
転勤先における 

 
徴収開始月及び 

 
月割額     

       月分から 
 

月割額       円 
 

を徴収するように 
連絡済です。 

 
◎ 一括徴収 退職の日が 1月 1 日から 4 月 30 日までの方については、本人からの申出がない場合でも必ず未徴収税額を一括徴収してください。 
         （なお、6月 1 日から 12 月 31 日までの退職者についても、未徴収税額については、本人に一括納付をお奨めいただきますようお願いいたします。） 

 
異動者印 

 
一括徴収税額 

 一括徴収 
 

の 申 出  
㊞ 
 

円 

     ⑩ 

 
一括徴収した税額は 
 
     月分（  月  日納期限） 
 

で納入します。     ⑪ 
 

 
備考（連絡事項がありましたらご記入ください。）  

    
     受付印 
 
 
 
 



 

【記入上の注意】 

①の欄：税額通知書個人明細書の「指定番号」「個人番号」欄の番号を記入してください。 

②の欄：婚姻等により氏名に変更があった場合には、新姓名を記入してください。 

③の欄：給与の受給者の「現住所」を正確に記入してください。 

④の欄：特別徴収税額個人別明細書の「特別徴収税額」欄の金額を記入してください。なお、年度途中において税額変更通知書を受     

けた方については、通知書の変更後の「特別徴収税額」欄の金額を記入してください。 

⑤の欄：異動した人の特別徴収税額を第１回目の６月から「何月まで徴収したか」を記入してください。 

⑥の欄：⑤の欄の期間に徴収した税額を記入してください。 

⑦の欄：④の欄の金額から⑥の欄の金額を差し引いた金額、したがって異動した人の残税額です。 

⑧の欄：退職した年の１月から退職時までに支払った給与の合計額を記入してください。（退職所得は除く） 

⑨の欄：退職した年の１月から退職時までに給与から控除した社会保険料の合計額を記入してください。 

⑩の欄：一括徴収をされる場合のみ⑦の欄の金額を記入してください。 

⑪の欄：⑩の欄の「一括徴収税額」を何月分で納入されるか、わかっている場合は記入してください。 

 


